
令和６年度

会津美里町の予算

町では、お金の出し入れをわかりやすくするために、

事業によってお財布を分けて管理しています。

これらのお財布をそれぞれ一般会計、特別会計または

公営企業会計とよんでいます。

一般会計予算額 117億6,800万円

一般会計予算とは、町の基本的な行政サービスである教育・福祉や道路、公園の整

備などを行うための予算です。主な収入は、町税（町民税や固定資産税など）、国庫

支出金、地方交付税、地方債（町の借金）などです。

特別会計予算額 58億9,604万円

■国民健康保険特別会計 24億7,483万円
■介護保険特別会計 31億1,541万円
■後期高齢者医療特別会計   2億8,654万円 

■住宅用地造成事業特別会計 1,904万円
■永井野財産区特別会計 22万円

特別会計予算とは、特定の目的のための会計予算で、国民健康保険税など特定の収

入があり、一般会計から切り離して収入・支出を経理する予算のことです。町では、５つ

の特別会計予算があります。

公営企業会計予算額 16億3,882万円
■水道事業会計 6億9,097万円 ■下水道事業会計 9億4,785万円

公営企業会計予算とは、料金収入等によって事業を運営し、企業会計（複式簿記、発

生主義）による経理を行う予算です。町では、２つの公営企業会計予算があります。

予算合計 193億286万円

町の予算書については

町ホームページにおいて公表しております
予算書はこちらから
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予算についていろいろな質問にお答えします

予算ってなんだろう？

予算ってどうやって決めるの？

一度決めた予算を変えることはないの？

予算を使ったあとは？

年間（ 月～翌年 月）の収入（入ってくるお金）と支出（使うお金）を見積ることで

す。

町では、新しい年度が始まる前に、その 年間でどのくらいの収入があるのか、そして、その

年間の行政サービスをどのように行うのかを計画し、そのために使うお金を見積ります。

町の予算書には、これから使う 年間のお金の使いみちが書かれています。

町長が予算案をつくります。そして町議会の審議と議決によって成立します。

町のそれぞれの担当課は、町民のみなさんの意見や要望を聴き、「 年間の行政サービス」

を検討します。町長は、各担当課の案と町長自身のまちづくりへの想いをもとに予算案をま

とめ、町議会に提案します。町民を代表する町議会議員が、提案された予算案をいろいろな

面から議論、審議して、町議会の議決により予算が成立します。

変えることがあります。補正予算といいます。

町議会が議決した予算を使っていくうえで、予算を見積るときには予測できなかったことが起

こるときがあります。例えば、地震や台風などの自然災害により、急に予定外のお金が必要と

なる場合があります。この場合にも、町長が変更する予算案をつくり、最初の予算と同じよう

に町議会へ提案します。この予算を補正予算といいます。

その年度の予算の収支の結果を決算書として作成し、町議会の認定を受けます。

入ってくる予定のお金とその使いみちが予算ですが、その予算を使った結果を決算といいます。

決算は、 年間に予算の範囲内で行政サービスを行った結果をあらわしています。新しい年度

が始まる前に決めた予算と、その後の補正予算で見積った収入と支出の結果（入ってきたお

金と使ったお金）を決算書として作成し、町議会の認定を受けることになります。

2 ページ2


